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１

ペ
ー
ジ

告
　
示

◯
皆
伐
面
積
の
限
度
（
八
◯
七
・
森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
八
◯
八
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

公
　
告

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林

部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

そ
の
他

◯
平
成
十
八
年
度
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試
験
の
合
格
者
…
…
…
…
２

秋
田
県
告
示
第
八
百
七
号

森
林
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）
第
四
条
の
二

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
度
に
お
け
る
保
安
林
の
皆
伐
に
よ
る

立
木
の
伐
採
に
つ
き
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）

第
三
十
四
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
許
可
を
す
べ
き
皆
伐
面
積
の
限
度
た
る
面
積
（
残
存
許
容
限
度
）

を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

告
　
　
　
　
　
　
示

同
一
の

単
位
と

さ
れ
る

保
安
林

米
代
川

上
流

水

源

か

ん

養

保

安

林

（

ヘ

ク

タ

ー

ル

）

一
、
三
〇
一
・
八
六

土

砂

流

出

防

備

保

安

林

（

ヘ

ク

タ

ー

ル

）

七
二
・
八
一

皆

伐

面

積

の

限

度

た

る

面

積

（

残

存

許

容

限

度

）

所
　
在

市
町
村

鹿
角
市
、

小
坂
町

米
代
川

中
流

阿
仁
川

米
代
川

下
流

水
沢
川

三
種
川

馬
場
目

川男
鹿
地

区太
平
川

雄
物
川

下
流

玉
　
川

川
口
川

平
鹿
地

区皆
瀬
川

雄
物
川

一
、
〇
九
六
・
九
三

一
、
三
四
六
・
五
八

七
一
二
・
八
三

三
〇
一
・
四
一

五
三
・
三
〇

二
四
一
・
九
一

四
・
八
四

二
〇
八
・
九
二

五
〇
三
・
六
八

一
、
一
五
七
・
五
五

二
三
九
・
七
六

四
四
〇
・
一
五

四
八
八
・
四
三

六
九
九
・
五
一

二
一
六
・
二
五

九
四
・
九
六

七
七
・
二
〇

八
四
・
〇
〇

三
二
・
一
〇

七
・
〇
九

七
・
一
〇

五
・
七
〇

七
三
・
三
四

九
七
・
二
六

三
二
・
八
〇

四
八
・
○
六

一
六
四
・
一
二

一
一
九
・
一
四

大
館
市
、

北
秋
田
市

北

秋

田

市
、
上
小

阿
仁
村

能
代
市
、

藤
里
町

八
峰
町

三
種
町

潟
上
市
、

五

城

目

町
、
井
川

町男
鹿
市

秋
田
市

秋
田
市
、

大
仙
市

仙
北
市

大
仙
市
、

美
郷
町

横
手
市

湯
沢
市
、

横
手
市
、

東
成
瀬
村

湯
沢
市
、

上
流

子
吉
川

下
流

子
吉
川

上
流

白
雪
川

一
五
六
・
七
三

五
二
一
・
五
四

一
八
二
・
五
六

五
〇
・
〇
二

八
四
・
四
四

八
・
三
〇

羽
後
町

由
利
本
荘

市由
利
本
荘

市
、
羽
後

町由
利
本
荘

市
、
に
か

ほ
市

同
一
の

単
位
と

さ
れ
る

保
安
林

八
　
　
　
峰
　
飛
砂
防
備
保
安
林

能
　
　
　
代
　
　
　
　
〃

三
　
　
　
種
　
　
　
　
〃

男
　
　
　
鹿
　
　
　
　
〃

潟
　
上
　
・

秋
　
田
　
北
　
　
　
　
〃

秋
　
田
　
南
　
　
　
　
〃

由

利

本

荘
　
　
　
　
〃

に
　
か
　
ほ
　
　
　
　
〃

八
　
　
　
峰
　
防
風
保
安
林

三
　
　
　
種
　
　
　
〃

男
　
　
　
鹿
　
　
　
〃

九
・
二
二

一
七
・
六
二

〇
・
四
〇

一
・
九
〇

一
・
〇
六

二
三
・
三
八

六
・
八
八

〇
・
一
〇

〇
・
九
六

〇
・
二
四

一
二
・
四
六

所
　
在

市
町
村

八
峰
町

能
代
市

三
種
町

男
鹿
市

秋
田
市
、

潟
上
市

秋
田
市

由
利
本
荘

市に
か
ほ
市

八
峰
町

三
種
町

男
鹿
市

皆

伐

面

積

の

限

度

た

る

面

積

（

残

存

許

容

限

度

）

（

ヘ

ク

タ

ー

ル

）
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秋
田
県
告
示
第
八
百
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
十
二
月
四
日
午
後
一
時

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら
同
月
十
四
日
ま
で

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、

同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
桧
山
第
二
地

区
県
営
担
い
手
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
十
二
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
能
代
市
役
所
本
庁
舎

平
成
十
八
年
十
月
十
五
日
に
実
施
し
た
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十

七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
秋
田
県

知
事
の
委
任
に
係
る
平
成
十
八
年
度
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試
験
の
結

果
次
の
者
が
合
格
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。

合
格
者
は
五
十
問
中
三
十
四
問
以
上
正
解
の
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
宅
地

建
物
取
引
業
法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
の
一
部
を
免
除
さ
れ

た
者
は
四
十
五
問
中
二
十
九
問
以
上
正
解
の
者
と
す
る
。

試
験
問
題
の
正
解
番
号
は
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
一
日

財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構
理
事
長
　
三
　
澤
　
　
　
眞
　

秋
　
田
　
南
　
防
風
保
安
林

米
代
川
上
流
　
干
害
防
備
保
安
林

米
代
川
中
流
　
　
　
　
〃

阿
　
仁
　
川
　
　
　
　
〃

米
代
川
下
流
　
　
　
　
〃

三
　
種
　
川
　
　
　
　
〃

馬

場

目

川
　
　
　
　
〃

男

鹿

地

区
　
　
　
　
〃

太
　
平
　
川
　
　
　
　
〃

雄
物
川
下
流
　
　
　
　
〃

玉
　
　
　
川
　
　
　
　
〃

川
　
口
　
川
　
　
　
　
〃

平

鹿

地

区
　
　
　
　
〃

皆
　
瀬
　
川
　
　
　
　
〃

雄
物
川
上
流
　
　
　
　
〃

子
吉
川
下
流
　
　
　
　
〃

子
吉
川
上
流
　
　
　
　
〃

〇
・
六
二

〇
・
六
四

二
三
・
一
二

一
・
八
二

〇
・
九
六

三
二
・
四
二

四
〇
・
五
二

一
・
二
〇

一
・
〇
〇

七
・
九
〇

四
・
七
四

三
・
二
六

一
・
八
四

七
・
〇
〇

二
・
〇
三

一
一
・
九
六

二
・
三
四

秋
田
市

鹿
角
市

大
館
市
、

北
秋
田
市

北
秋
田
市

藤
里
町

三
種
町

潟
上
市
、

井
川
町

男
鹿
市

秋
田
市

秋
田
市
、

大
仙
市

仙
北
市

大
仙
市
、

美
郷
町

横
手
市

湯
沢
市
、

東
成
瀬
村

湯
沢
市

由
利
本
荘

市由
利
本
荘

市

白
　
雪
　
川
　
干
害
防
備
保
安
林

秋
　
　
　
田
　
保
健
保
安
林

河
　
　
　
辺
　
　
　
〃

角
　
　
　
館
　
　
　
〃

田
　
沢
　
湖
　
　
　
〃

皆
　
　
　
瀬
　
　
　
〃

本
　
　
　
荘
　
　
　
〃

五
　
城
　
目
　
　
　
〃

二
・
九
四

七
・
六
四

〇
・
六
二

〇
・
六
四

二
・
五
八

〇
・
二
八

〇
・
二
〇

二
・
三
八

に
か
ほ
市

秋
田
市

秋
田
市

仙
北
市

仙
北
市

湯
沢
市

由
利
本
荘

市五
城
目
町

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
線
　
名

百
五
号
及
び
二

百
八
十
五
号

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間

北
秋
田
市
米
内
沢
字
諏
訪
岱
六
七
番

六
か
ら
長
野
八
八
番
四
ま
で

公
　
　
　
　
　
　
告

そ
　
　
の
　
　
他

受

験

番

号

〇
五
〇
一
〇
〇
〇
五

〇
五
〇
一
〇
〇
一
五

〇
五
〇
一
〇
〇
一
九

〇
五
〇
一
〇
〇
三
四

〇
五
〇
一
〇
〇
四
四

〇
五
〇
一
〇
〇
四
五

〇
五
〇
一
〇
〇
八
八

〇
五
〇
一
〇
〇
九
五

〇
五
〇
一
〇
一
一
六

〇
五
〇
一
〇
一
一
八

〇
五
〇
一
〇
一
四
二

〇
五
〇
一
〇
一
四
四

〇
五
〇
一
〇
一
四
八

〇
五
〇
一
〇
一
五
六

〇
五
〇
一
〇
一
五
八

〇
五
〇
一
〇
一
五
九

〇
五
〇
一
〇
一
七
三

〇
五
〇
一
〇
一
八
一

〇
五
〇
一
〇
一
九
〇

氏
　
　
　
名

金
　
　
　
　
克
也

岩
　
舘
　
勇
　
人

進
　
藤
　
　
　
覚

須
　
藤
　
惠
　
子

齊
　
藤
　
　
　
亨

斎
　
藤
　
瑞
　
之

熊
　
田
　
一
　
樹

佐
々
木
　
　
　
司

伊
　
藤
　
睦
　
美

千
　
田
　
太
　
郎

佐
々
木
　
亜
由
子

熊
　
井
　
光
　
理

新
　
山
　
悟
　
史

佐
　
藤
　
隆
　
美

花
　
田
　
綾
　
子

鈴
　
木
　
宏
　
司

保
　
坂
　
め
ぐ
み

川
　
　
　
統
　
達

伊
　
藤
　
昌
　
夫

受

験

番

号

〇
五
〇
一
〇
一
九
三

〇
五
〇
一
〇
二
二
三

〇
五
〇
一
〇
二
二
四

〇
五
〇
一
〇
二
二
八

〇
五
〇
一
〇
二
五
二

〇
五
〇
一
〇
二
五
五

〇
五
〇
一
〇
二
八
一

〇
五
〇
一
〇
二
八
五

〇
五
〇
一
〇
二
八
六

〇
五
〇
一
〇
二
八
七

〇
五
〇
一
〇
二
九
一

〇
五
〇
一
〇
二
九
五

〇
五
〇
一
〇
三
〇
六

〇
五
〇
一
〇
三
一
四

〇
五
〇
一
〇
三
一
五

〇
五
〇
一
〇
三
二
九

〇
五
〇
一
〇
三
五
六

〇
五
〇
一
〇
三
六
二

〇
五
〇
一
〇
三
八
三

氏
　
　
　
名

藤
　
森
　
代
　
規

佐
々
木
　
清
　
豪

佐
　
藤
　
正
　
信

田
　
森
　
和
　
人

益
　
子
　
　
　
裕

堀
　
井
　
俊
　
和

佐
々
木
　
太
功
郎

藤
　
原
　
健
太
郎

金
　
∫

佳
　
久

進
　
藤
　
幹
　
生

津
　
谷
　
真
　
洋

a

橋
　
　
　
操

田
　
麻
　
希

大
　
槻
　
研
　
治

畠
　
山
　
博
　
喜

徳
　
原
　
好
　
太

武
　
田
　
康
　
玄

高
　
橋
　
　
　
豊

金
　
子
　
真
　
一
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〇
五
〇
一
〇
三
九
七

〇
五
〇
一
〇
四
二
二

〇
五
〇
一
〇
四
三
〇

〇
五
〇
一
〇
四
四
一

〇
五
〇
一
〇
四
四
六

〇
五
〇
一
〇
四
五
六

〇
五
〇
一
〇
四
五
七

〇
五
〇
一
〇
四
六
一

〇
五
〇
一
〇
四
六
八

〇
五
〇
一
〇
五
〇
六

〇
五
〇
一
〇
五
一
三

〇
五
〇
一
〇
五
二
六

〇
五
〇
一
〇
五
二
八

〇
五
〇
一
〇
五
三
八

〇
五
〇
一
〇
五
四
〇

〇
五
〇
一
〇
五
六
一

〇
五
〇
一
〇
五
六
三

〇
五
〇
一
〇
五
六
八

〇
五
〇
一
〇
五
七
一

〇
五
〇
一
〇
五
七
二

〇
五
〇
一
〇
五
七
六

〇
五
〇
一
〇
五
八
九

〇
五
〇
一
〇
五
九
一

〇
五
〇
一
〇
五
九
四

〇
五
〇
一
〇
六
四
七

〇
五
〇
一
〇
六
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